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Ⅰ 三重県企業庁の概要 

１  平成３０年度の組織体制 

（１） 組織図〔５課、５事業所〕 

 

 

（２）職員数の推移(平成３１年２月１日現在）             【単位：人】 

  
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 

本 庁 70 2 67 △3 64 △3 61 △3 61 ― 

事業所 159 △4 124 △35 124 0 125 1 124 △1 

計 229 △2 191 △38 188 △3 186 △2 185 △1 

 

中 勢水 道事 務所 大 里 浄 水 場

南 勢水 道事 務所

三重ごみ固形燃料発電所

水質管理情報センター

 電気事業の施設整備、維持管理

北 勢水 道事 務所 播 磨 浄 水 場

水 沢 浄 水 場

水 道 事 業 課

 水道事業の施設整備、維持管理、水質管理、
 水道・工業用水道事業の機電関係施設の保安管理次 長

工業 用水 道事 業課

 工業用水道事業の施設整備、維持管理、水質管理

電 気 事 業 課

企 業 庁 長
企 業 総 務 課

 企業庁の組織、人事、法令、企画調整、
 入札・契約制度、危機管理、人材育成副 庁 長

財 務 管 理 課

 企業庁の予算、経理、決算、固定資産管理

（事業所）
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２  平成２９年度決算の概要 

（１） 損益計算書及び貸借対照表 

ア 損益計算書 

損益計算書は、水道、工業用水道及び電気事業に係る平成２９年度の収益、費用及

び損益の状況を示したもので、各事業の１年間の経営成績を表しています。 

収益の主なものは営業収益であり、これは水や電力の供給に係る料金収入です。 

また、費用の主なものは営業費用であり、これは施設の管理・運営に伴う経費や減

価償却費などです。 

 
 

イ 貸借対照表 

貸借対照表は、各事業の平成２９年度末の資産と負債及び資本の状況を示したもの

で、決算日時点における財政の状態を表しています。 

資産は、施設等の固定資産と預金等の流動資産で構成されます。固定資産は管路や

浄水場、発電施設等の有形固定資産、ダム使用権などの無形固定資産等です。 

また、負債は、企業債や引当金等の固定負債、企業債（１年以内償還分）や未払金等

の流動負債、国庫補助金等の繰延収益で構成されます。 

資本は、資本金と剰余金で構成されます。 

 
 

 

（百万円､税抜き､％）

水　　道 工業用水道 電　　気

H29 対前年度比 H29 対前年度比 H29 対前年度比

営 業 収 益 8,120 101.3 5,182 99.7 1,332 116.3 

営 業 費 用 8,036 100.8 4,931 103.1 2,032 173.0 

営 業 損 益 84 173.2 251 60.4 △700 － 

営 業 外 収 益 856 92.5 416 89.3 48 56.7 

営 業 外 費 用 539 84.9 255 87.9 0.4 28.2 

経 常 損 益 400 118.2 411 69.6 △652 － 

純 損 益 400 118.2 411 69.6 △652 － 
前 年 度 繰 越
利益剰余 金等
当年度未 処分
利 益 剰 余 金
 ※百万円未満四捨五入のため合計が合わない場合があります。（貸借対照表も同じ）
   単位未満の金額は小数点第１位まで表記しています。

339 171.2 591 122.3 － 

739 137.8 1,003 93.3 △1,981 － 

△1,329 

（百万円､税抜き､％）

水　　道 工業用水道 電　　気

H29 対前年度比 H29 対前年度比 H29 対前年度比

固 定 資 産 125,897 98.7 101,489 101.0 2,253 77.7 

流 動 資 産 12,855 98.8 9,361 93.4 9,410 99.2 

資 産 合 計 138,752 98.7 110,850 100.3 11,664 94.2 

固 定 負 債 22,443 90.7 16,387 104.3 326 96.4 

流 動 負 債 3,440 95.3 1,626 66.9 242 94.9 

繰 延 収 益 23,036 96.8 17,514 99.3 114 73.3 

負 債 合 計 48,919 93.8 35,527 99.3 682 91.1 

資 本 金 88,225 101.3 73,092 101.0 12,964 100.0 

剰 余 金 1,608 114.4 2,231 96.9 △1,981 － 

資 本 合 計 89,834 101.6 75,323 100.8 10,982 94.4 

負債資本 合計 138,752 98.7 110,850 100.3 11,664 94.2 
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（２）決算額の推移 

ア 水道事業 

 
イ 工業用水道事業 

 
ウ 電気事業 

 

9,683

10,905

8,984 8,945 8,976

8,254

8,660 8,786 8,606 8,576

1,429

2,245

198 339 400

0

3,000

6,000

9,000

12,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

百万円

収 益 費 用 純損益

5,626

13,413

5,647 5,663 5,598

4,923

12,883

5,163 5,072 5,186

703 529 483 591 411

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

百万円

収 益 費 用 純損益

3,953

3,359

2,984

1,245 1,380

3,720
3,572

1,928

1,176

2,032

233

△213

1,055

70

△652
△1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

百万円

収 益 費 用 純損益
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（３）長期債務残高の推移 

ア 水道事業 

 
 
イ 工業用水道事業 

 
 
ウ 電気事業 
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Ⅱ 三重県企業庁経営計画の概要 

第１章 策定の趣旨 

１ 目的 

 人口減少に伴う給水量の減少とともに、事業開始から長期間を経過し施設の更新

需要の増大が見込まれる中、東日本大震災の経験を踏まえた震災対策の充実が求め

られるなど、事業運営に影響を及ぼす様々な環境変化にも的確に対応しながら、将

来にわたって県民のくらしの安全・安心や経済・産業の発展に貢献していくため、今

後の経営の方向性や道筋を示すものとして「三重県企業庁経営計画」を策定したも

のです。 

２ 計画の位置づけ 

 三重県の戦略計画「みえ県民力ビジョン」の企業庁としての実行計画として位置

づけるとともに、総務省及び厚生労働省から策定を要請されている「経営戦略」、「水

道事業ビジョン」としても位置づけています。 

３ 計画期間 

 今後３０年から４０年程度先までの事業環境を見通したうえで、平成２９年度か

ら平成３８年度までの１０年間の計画としています。 
 

第２章 経営の基本 

１ 経営理念（存在意義） 

 公共性と経済性を両立させたうえで、県民の日常生活や経済活動に欠くことので

きない広域的なサービスを将来にわたり提供することで、県民のくらしの安全・安

心の確保や地域経済の発展に貢献します。 

２ ビジョン（将来の状態） 

 時代の要請に的確に応え、生活や産業の基盤として質の高いサービスを提供し、

県民から信頼される公営企業 

３ ミッション（使命・担うべき役割） 

・「安全」で「安心」できるサービスを提供 

・「強靭」な体制で「持続」してサービスを提供 

４ 経営にあたっての行動基軸 

・信頼とパートナーシップの構築 
・コンプライアンスの推進 
・健全な経営 
・絶え間ない検証・改善 
・環境保全と社会貢献 
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〇水道用水供給事業 

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開 

【現状】 
（事業の概要） 
・北中勢及び南勢志摩水道用水供給事業の２事業を運営 

・県内 29市町のうち 18市町に水道用水を供給 

・給水能力は日量 429,366 ㎥で、県全体の水道使用量の約

28％を供給 

 
（給水量・料金の状況） 
・給水量実績は減少傾向で推移 

・施設利用率は全体で約 46％ 

・内部留保資金を活用して支払利息を軽減することなどで

料金を低減化 

・給水原価は、全国平均と比較すると高い状態 

 
（施設管理・整備の状況） 
・効率的な施設管理のため、浄水場の運転を遠方監視制御

するとともに、浄水場に職員を配置したうえで運転監視

等の業務を個別に民間委託 

・浄水場等の主要施設や水管橋の耐震化を推進 

 
（水質管理の状況） 
・水質管理情報センターへ水質担当職員を集約し、水質管

理や調査・研究の体制を強化 
 
（財務の状況） 
・損益は黒字基調で、平成 27 年度末の累積欠損金なし 
・計画的な施設改良を実施する一方で、高金利企業債等の

繰上償還により長期債務残高が減少 
・自己資金を堅実に確保し、経営の健全性を確保 
 
【今後の見通しと課題】 
・県民の水道に対する様々なニーズや改定された水質基準

への的確な対応 

・南海トラフ地震などの発生が予想される中で、大規模地

震への備えや設備の老朽化に伴う更新需要への対応 

・人口減少に伴う水需要が減少する一方、施設の改良・更

新に係る費用の増大が見込まれる中での健全な事業運営

の持続 

経営目標 経営目標達成に向けた取組 成果指標 

ア 安全でおいしい水の供給 

（ア）適切な水質管理 
・水源から市町受水地点までの水質を的確に把握

し水質試験結果を浄水処理工程にフィードバッ

クしてきめ細かな浄水処理を実施 

 現状値 
H28 

目標値 
H38 

・水質基準適合率（％） 100 100 

・総トリハロメタンの管 
 理目標値達成度（％） 100 100 

・カビ臭物質※の管理目 
 標値達成度（％） 
 ※ジェオスミンと 2-MIB

の 2 項目 

100 100 

・臭気強度の管理目標値 
 達成度（％） 100 100 

 

（イ）水質管理の強化 
  （管理目標値の設定） 

・県民の水道に対するニーズに対応し、「安全性」、

「味やにおい」の観点から総トリハロメタン、カ

ビ臭物質などについて、国の水質基準等より高い

レベルの管理目標値を設定し、水質管理を強化 

（ウ）浄水処理施設の機能強化 

・水源水質の変動による一時的な異臭味の発生時

や水源の水質事故発生時の対策として、活性炭処

理設備を整備することで浄水処理機能を強化 
・平成 27 年度に改定された水質基準への対応とし

て、大里浄水場に凝集沈澱池を整備 

イ 強靭な水道の構築 

（ア）耐震化 

・浄水場については、東日本大震災後に公表された

南海トラフ地震の波形も踏まえた耐震詳細診断

結果に基づき、計画的に耐震化 
・耐震性を有しない管路のうち、特に液状化が想定

される地域に埋設されているなど被害率の高い

管路を優先して耐震管に布設替え 

 
 現状値 

H28 
目標値 
H38 

・浄水場の耐震化率（％） 10.2 51.0 

・管路の耐震適合率（％） 62.1 67.7 

・設備の更新率（％） - 100 

・給水障害発生件数（件） 0 0 
 

（イ）老朽化対策 ・電気・機械設備については、定期的な点検整備や

劣化診断に取り組みつつ、効率的・効果的に更新 

（ウ）施設の長寿命化 

・適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性

を踏まえつつ、損傷が軽微である早期段階で予防

的な修繕等を実施していくことで機能の保持・回

復を図る「予防保全型維持管理」を推進 

ウ 健全な事業運営の持続 

（ア）アセットマネジメントに 
よる適正な資産管理 

・施設・財政の両面で健全な水道を次世代に引き継

ぐため、アセットマネジメント手法による中長期

的な視点を持った資産管理を実践 
 

 現状値 
H28 

目標値 
H38 

・給水原価（円／㎥） 110.4＊ 115.0 

・経常収支比率（％） 102.3＊ 100 以上 

 
 ＊給水原価、経常収支比率の現状値は H27 実績値 

（イ）施設規模の適正化 ・施設更新にあたっては、水需要に応じた合理的な

施設規模や配置等により再構築 

（ウ）広域連携 
・受水市町等と検討体制を構築し、人材育成に関す

る連携や施設の共同化等、事業統合に限らず将来

の合理的な運営方法などを検討 

（エ）料金制度の最適化 
・県が供給する水道用水の利用促進につながる使

用料金の設定、超過料金の廃止など、料金体系の

見直しについて検討 

（オ）官民連携 

・更なる効率的な事業運営と民間活力の導入をめ

ざし、民間委託の契約期間の長期設定や、性能評

価発注などによる民間企業のノウハウ及び最新

技術の活用 
投資・財政計画（収支計画） 
           （単位：百万円） 
（注） 
・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。 
・端数処理のため合計が合わない場合があります。 
・確保水源に係る経費を含んでいます。 
・１０年間の建設改良費は約４４１億円です。 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

8,847 8,807 8,798 8,780 8,786 8,784 8,782 8,777 8,766 8,743 

8,813 8,694 8,638 8,475 8,415 8,453 8,478 8,505 8,532 8,510 

34 113 160 305 371 331 304 272 234 233 

1,031 1,435 2,004 2,743 3,679 2,684 2,212 3,165 52 52 

6,226 5,364 6,803 8,377 6,531 6,559 6,271 7,404 4,147 4,710 
うち建設改良費 3,230 2,989 4,579 6,475 4,695 4,745 4,608 5,914 3,026 3,801 

△5,195 △3,929 △4,799 △5,634 △2,852 △3,875 △4,059 △4,239 △4,095 △4,658 

19,288 16,913 14,689 12,788 12,495 12,042 11,475 12,391 11,271 10,361 

9,700 9,558 8,715 7,216 8,411 8,602 8,615 8,561 8,460 7,863 

企業債残高

内部留保資金

費  用

純損益

資本的
収　支

収  入

支  出

資本的収支差

区分

収益的
収　支

収  益
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〇工業用水道事業 

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開 

【現状】 
（事業の概要） 
・北伊勢、中伊勢及び松阪工業用水道事業の３事業を運営 
・平成 28 年度当初で県内 93 社 106 工場に工業用水を供給 
・最大給水能力は日量 911,500 ㎥で、県全体の工業用水需

要量の約６割を供給 
 
（給水量・料金の状況） 
・給水量実績は減少傾向で推移 

・平成 28年度当初の契約率は、北伊勢 86％、中伊勢 60％、

松阪 100％ 

・経済情勢の変化などにより、実際に使用する水量と契約

水量が乖離 

・内部留保資金を活用して支払利息を軽減することなどで

料金を低減化 

 
（施設管理・整備の状況） 
・効率的な施設管理のため、浄水場の運転を遠方監視制御

するとともに、その業務を民間委託し、平成 21年度から

は浄水場等の技術管理業務の包括的な民間委託を導入 

・浄水場等の主要施設や水管橋の耐震化を推進 

・取水困難な水源を廃止するなど施設規模を適正化 

 
（財務の状況） 
・損益は黒字基調で、平成 27年度末の累積欠損金なし 

・計画的な施設改良を実施する一方で、高金利企業債等の

繰上償還により長期債務残高が減少 

・自己資金を堅実に確保し、経営の健全性を確保 

 
【今後の見通しと課題】 
・南海トラフ地震などの発生が予想される中で、大規模地

震への備えや施設の老朽化に伴う更新需要への対応 

・施設の改良・更新に係る費用の増大が見込まれる中での

健全な事業運営の持続 

経営目標 経営目標達成に向けた取組 成果指標 

ア 強靭な工業用水道の構築 

（ア）耐震化 

・南海トラフ地震などの大規模地震による被害を最

小限に抑えるよう、山村浄水場、伊坂浄水場及び

水管橋を耐震化 

・老朽化対策として実施する管路更新にあわせて管

路を耐震化 

 
 現状値 

H28 
目標値 
H38 

・浄水場の耐震化率 
 （％） 28.0 100 

・制水弁の更新率 
 （％） - 100 

・管路の耐震適合率 
 （％） 60.6 66.9 

・設備の更新率（％） - 100 

・給水障害発生件数 
 （件） 1 0 

 

（イ）老朽化対策 

・漏水などの事故時においてもユーザーへ大きな影

響を与えないよう、配水運用において重要な箇所

にある制水弁を優先して取替え 

・老朽化した管路のうち重要度の高い主要幹線など

を中心に更新 

（ウ）施設の長寿命化 

・適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性

を踏まえつつ、損傷が軽微である早期段階で予防

的な修繕等を実施していくことで機能の保持・回

復を図る「予防保全型維持管理」を推進 

イ 健全な事業運営の持続 

（ア）的確な水需要の予測 
・既存ユーザーに対し定期的にアンケートを実施し

今後の水需要を的確に予測 

・予測した水需要は、施設改良計画などに反映 

 
 現状値 

H28 
目標値 
H38 

・給水原価（円／㎥） 30.1＊ 35.4 

・年間給水量（百万㎥） 203＊ 213 

・経常収支比率（％） 109.3＊ 100 
以上 

 
 ＊給水原価、年間給水量、経常収支比率の現状値は 
  H27 実績値 

（イ）アセットマネジメント 
による適正な資産管理 

・将来にわたって施設・財政の両面で健全で持続可

能な工業用水道を実現するため、アセットマネジ

メント手法による中長期的な視点を持った資産

管理を実践 

（ウ）施設規模の適正化 ・渇水などの危機管理への対応なども考慮のうえ、

総合的に必要な施設規模を検討 

（エ）料金制度の最適化 
・ユーザーとの意見交換を行いながら健全かつ安定

した事業運営を確保したうえでの新しい料金の

仕組みについて検討 

（オ）官民連携 
・浄水場等の技術管理業務の包括的な委託につい

て、導入効果を検証しながら委託期間や委託内容

の拡充などを検討 

投資・財政計画（収支計画） 
           （単位：百万円） 
（注） 
・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。 
・端数処理のため合計が合わない場合があります。 
・確保水源に係る経費を含んでいます。 
・１０年間の建設改良費は約４７５億円です。 

 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

5,641 5,617 5,751 5,800 6,109 6,101 6,094 6,087 6,082 6,103 

5,610 5,616 5,747 5,779 6,082 6,081 6,056 6,063 6,074 6,067 

31 1 4 21 27 20 38 24 8 36 

3,407 4,116 5,826 4,765 2,458 2,565 1,820 2,278 1,584 1,651 

7,306 7,219 8,415 7,423 5,102 5,283 4,546 5,067 4,313 4,398 
うち建設改良費 5,201 5,953 7,168 6,322 4,079 4,364 3,633 4,141 3,333 3,354 

△3,899 △3,103 △2,589 △2,658 △2,644 △2,718 △2,726 △2,789 △2,729 △2,747 

12,824 15,221 19,165 22,241 23,202 24,374 24,841 25,717 25,889 26,074 

6,806 6,240 6,386 6,492 6,633 6,763 6,897 7,043 7,183 7,314 

費  用

純損益

収  入

支  出

区分

収益的
収　支

収  益

資本的収支差

資本的
収　支

内部留保資金

企業債残高
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〇電気事業 

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開 

【現状】 
（事業の概要） 
・水力発電事業は民間譲渡し、ＲＤＦ焼却・発電事業を主

体とした電気事業を運営 

・ＲＤＦ焼却・発電事業の事業期間は平成 32年度末まで 

・県内５団体（12市町）で製造されたＲＤＦを燃料として、

発電した電力を桑名広域清掃事業組合及び電気事業者へ

供給 

・三重ごみ固形燃料発電所の処理能力は日量 240 トン、発

電出力は 12,050kW 

 
（ＲＤＦ受入量・供給電力量の状況） 
・ＲＤＦ受入量は年間４万５千トン程度 

・供給電力量は年間約５万 MWh 

 
（施設管理の状況） 
・ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故後に維持管理体制を見直し、施設

の総点検及び改修を行うとともに危機管理マニュアル等

を整備 

・新たな貯蔵施設を整備し、安全の確保に万全を期した運

転管理を実施 

 

（財務の状況） 
・損益は、ＲＤＦ焼却・発電事業の開始から赤字が続いて

いたが、処理委託料の改定や再生可能エネルギー固定価

格買取制度の適用などにより、平成 24年度から黒字化 

 
【今後の見通しと課題】 
・平成 32年度末までの事業期間において、引き続き三重ご

み固形燃料発電所の安全で安定的な運転を最優先にした

事業運営 

・ＲＤＦ焼却・発電事業を円滑に終了し、あわせて電気事

業を清算 

経営目標 経営目標達成に向けた取組 成果指標 

ア 三重ごみ固形燃料発電所 
の安全・安定運転 

（ア）安全・安定運転の取組 

・ＲＤＦ製造団体等の関係者と連携し、ＲＤＦの品

質管理の徹底とＲＤＦ焼却・発電施設及び貯蔵施

設の安全・安定な管理 

・地元住民の方々との信頼関係を確保しながら確実

に安全・安定運転 

 
 

 現状値 
H28 

目標値 
H32 

・ＲＤＦ外部処理委託量
（ｔ） 0 0 

・電気事故件数（件） 0 0 
 

（イ）ＲＤＦ焼却・発電事業 
の終了への対応 

・平成 32 年度末のＲＤＦ焼却・発電事業の終了に

伴う課題を整理し、関係市町及び関係部局と十分

な協議を行い、円滑に事業を終了 

・事業終了後に、関係部局と連携し事業を総括 

（ウ）電気事業の清算及び 
財産の引継ぎ 

・施設撤去などの残務処理、電気事業会計の清算及

び財産の引継ぎについて関係部局と協議 

投資・財政計画（収支計画） 
           （単位：百万円） 
（注） 
・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。 
・端数処理のため合計が合わない場合があります。 
 

 

H29 H30 H31 H32

1,362 1,223 1,234 839 

2,417 2,199 2,194 1,868 

△1,055 △977 △960 △1,029 

500 500 500 400 

-  -  -  -  

500 500 500 400 

-  -  -  -  

8,648 8,068 7,674 7,052 

企業債残高

内部留保資金

資本的
収　支

収  入

支  出

資本的収支差

費  用

純損益

区分

収益的
収　支

収  益
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〇各事業共通の展開（各事業の展開を支える取組） 

第３章 各事業の現状と課題 第４章 事業別の展開 
【現状】 

（経営基盤強化のための取組） 

・抜本的な経営改善による事業内容の変化に対応した適正

な組織の改編と人員の配置 

・専門研修や訓練、ＯＪＴの実施による人材育成や技術継

承 

・企業庁独自の非常参集体制の構築など危機管理の強化 

・健全な財務運営と、確実かつ効率的な資金運用及び資金

管理 

・ISO9001 を活用した業務の継続的な改善による経営の品

質向上 

 

（地域社会との信頼構築のための取組） 

・情報提供とコミュニケーションのためのイベントの実施

やユーザーとの定期的な協議 

・浄水場の施設見学の受入れ、伊坂・山村ダム周辺を憩い

の場として開放などの地域貢献 

・太陽光発電や小水力発電の導入、浄水場で発生する汚泥

の有効利用など事業活動における環境配慮 

 

【今後の見通しと課題】 

・事業規模の縮小や民間委託の導入拡大などにより現場経

験を積む機会が減少する中で、職員の技術力の維持・向

上のための人材育成や技術継承 
・大規模地震など今までに経験のない危機への的確な対応 
・事業を取り巻く環境が変化する中で、地域社会との信頼構

築 

経営目標 経営目標達成に向けた取組 活動指標 

ア 経営基盤の強化 

（ア）組織・定員・給与・ 
   人事管理 

・柔軟で効率的・効果的な組織の整備 

・業務量に応じた適正な定員管理 

・職員の給与について適切な制度管理 

・「企業庁職員育成支援のための人事評価制度」を活用し

た人材育成・人事管理  
 現状値 

H28 
目標値 
H38 

・企業庁専門研修開催 
 時間数（時間） 65 65 

以上 

・危機管理マニュアル 
 等に基づく訓練の回 
 数（回） 

76 70 
以上 

・資金運用状況※（％） 
100 
以上 

100 
以上 

 
 ※資金運用状況： 
  年間平均運用金利÷年間平均普通預金金利 

（イ）人材育成・技術継承 

・職務遂行上必要な専門的知識や危機管理意識、経営感覚

を身につけ、事業環境の変化に対応し的確に課題を解決

できる人材を育成 
・企業庁職員として経験的に培ってきた技術や知識につい

て、ＯＪＴ手法を活用して確実に次世代の職員へ継承 

（ウ）危機管理 ・ライフラインを担う事業者として安全・安定供給を行っ

ていくための危機管理を推進 

（エ）資金・資産の管理・ 
   活用 

・資金の元本の安全性と流動性を確保したうえで、確実か

つ効率的な運用 

（オ）経営の品質向上 

・トップマネジメントによる経営の品質管理や業務の継続

的改善により顧客満足につながる質の高いサービスを提

供 
・ＡＩやデータ分析に基づく予知保全など新たなＩＣＴの

技術動向を注視するとともに、今後の活用についても検

討 
・これまで培ってきた技術・ノウハウを生かした新たな事

業展開など、時代の要請に応じた経営について検討 

イ 地域社会との信頼構築 

（ア）情報提供とコミュニ 
   ケーション 

・経営の透明性を高め、公営企業としての説明責任を果た

すことで県民や市町、ユーザーの安心感や信頼感を醸成

するための積極的な情報提供 
・県民やユーザーとの対話による相互理解 

 
 現状値 

H28 
目標値 
H38 

・イベントを通じた情 
 報発信対象人数（人） 1,104 1,100 

以上 

・施設見学受入れ件数 
 （件） 122 120 

以上 

・コピー用紙使用量※ 
 （％） +1.6 △5 

 
 ※コピー用紙使用量：H27 使用量を基準とした削減率 

（イ）コンプライアンス ・法令の遵守や、公正な職務の遂行など企業庁におけるコ

ンプライアンスを推進 

（ウ）地域貢献 ・浄水場の施設見学の受入れ、伊坂ダム及び山村ダムの周

辺施設の開放など、地域貢献を継続 

（エ）環境配慮 
・環境にやさしいオフィス活動、浄水場で発生する汚泥の

有効利用、省エネルギー対策、再生可能エネルギーの有

効活用など環境に配慮した事業活動を推進 
 
第５章 計画の推進 

１ 進行管理 

  各事業の経営目標ごとに設定した成果指標による進捗管理及びＰＤＣＡサイクルによる検証・改善 

  事業環境に新たな変化等が生じた場合は、必要に応じ計画内容を見直し 

２ 外部からの意見聴取 

  市町、ユーザー、有識者など外部から事業の実施状況や経営状況についての幅広い意見を定期的に聴取 
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(年間給水量) 

Ⅲ 各事業の平成３０年度進捗状況 

１ 水道用水供給事業 

（１）運営状況 

本県の水道用水供給事業は、水源確保や行政

区域を越えた施設整備の必要性から、昭和４３

年度に志摩水道用水供給事業の給水を開始して

以来、中勢水道用水供給事業、北勢水道用水供

給事業、南勢水道用水供給事業の給水を順次開

始しました。 

その後、事業統合や拡張事業を順次実施し、

市水道事業への一元化を経て、現在は、北中勢

水道用水供給事業、南勢志摩水道用水供給事業

の２事業を運営しており、県内１８市町に水道

用水を供給しています。 

平成３１年２月１日現在の給水能力は、一日

あたり４２９，３６６㎥となっています。 

平成２８年度の企業庁の給水量は７，２１４万㎥で、県全体の給水量２億

５，４８３万㎥の２８％を占めています。 

（平成２９年度の企業庁の給水量は７，４５５万㎥） 

 

（２）料金 

 本県の水道料金は、基本料金と使用料金からなる二部料金制を採用しています。 

 現行の料金は、平成２７年４月１日に改定を行っています。（原則、５年ごとに改定） 

 

 

 

 料金表（平成３１年２月１日現在） 

 

北中勢水道用水供給事業 南勢志摩

水道用水

供給事業 
北勢系 

木曽川用水系 

北勢系 

三重用水系 

北勢系長良川水系 
中勢系 

亀山市以外 亀山市 

基本料金 

の料率 

(円/㎥･月) 

700 1,710 2,300 2,490 980 780 

使用料金 

の料率 

(円/㎥) 

39 39 39 39 39 39 

基本料金・・「基本水量」に「基本料金の料率（円／㎥・月）」を乗じて得た金額 

使用料金・・「使用水量」に「使用料金の料率（円／㎥）」を乗じて得た金額 

 

18,269万㎥ 7,214万㎥ 

25,483 
万㎥ 

（年間給水量） 

県内水道の給水量に 

企業庁の水が占める割合 

（平成２８年度実績） 

72％ 
企業庁 

各市町水源 

28％ 
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 水道事業の概要【営業関係】              （平成３１年２月１日現在） 

事 業 名 
水   源 

＜浄水場＞ 

計画
目標
年度 

給水対象市町及び基本水量 
(㎥/日) 

給水能力 
(㎥/日) 

給水開始 
年 月 日 

北 
中 
勢 
水 
道 
用 
水 
供 
給 
事 
業 

北勢系 
木曽川用水系 

木曽川総合用水 

(岩屋ダム) 
＜播磨＞ 

S60 

 
四日市市 36,200 木曽岬町  2,800 
桑 名 市 24,300 朝 日 町  1,200 
鈴 鹿 市 10,000 川 越 町  5,800 

計   80,300 

80,300 

 
一部給水: 

S52.3.28 
全部給水: 

S54.4.1 

北勢系 
三重用水系 

三重用水 
＜水沢＞ 

H12 

 
四日市市 41,800  
鈴 鹿 市  6,600  
菰 野 町  2,600  

 計    51,000 

51,000 

 
一部給水: 

H3.4.1 
全部給水: 

H8.4.1 

北勢系 
長良川水系 

長良川 
(長良川河口堰） 

＜播磨＞ 
H30 

 
四日市市  2,200 木曽岬町  2,000 
桑 名 市  1,100 菰 野 町   700 
鈴 鹿 市  2,200 朝 日 町  1,000 
亀 山 市 7,400 川 越 町  1,400 
           計  18,000 

18,000  

 
一部給水: 

H13.4.1 
一部給水： 

H21.7.1 
全部給水: 

H23.4.1 

中勢系 
雲出川水系 

雲出川 
(君ヶ野ダム) 

＜高野＞ 
S60 

 
津    市 76,916  
松 阪 市  4,500 
                   計    81,416 

 81,416 

 
創設: 

S46.6.4 
一次拡張: 

S56.4.1 

中勢系 
長良川水系 

長良川 
(長良川河口堰) 

＜大里＞ 
H30 

 
津  市 50,500 
松 阪 市  8,300  
                   計    58,800 

  58,800 

 
全部給水: 

H10.4.1 

南勢志摩水道 
用水供給事業 

櫛田川 
(蓮ダム) 
＜多気＞ 

H32 

 
伊 勢 市 37,300 明 和 町  2,800 
松 阪 市 61,000 大 台 町  1,700 
鳥 羽 市 20,000 玉 城 町    500 
志 摩 市 10,000 度 会 町    500 
多 気 町  6,050 

 計   139,850 

139,850 

 
一部給水: 

S62.5.1 
全部給水: 

H27.4.1 

合   計 18市町 429,366 
 

 

 水道事業の概要【確保水源】               （平成３１年２月１日現在） 

水   源 計画給水量(㎥/日) 工    期 事業費 備    考 

長良川 
(長良川河口堰） 

151,200 
昭和43～ 
平成 6年度 

78.2億円 
水源施設は完了 

（水資源機構管理） 

櫛田川 
(蓮ダム） 

20,850 
昭和46～ 
平成 3年度 

36.1億円 
水源施設は完了 

（国土交通省管理） 

※事業費は、事業化分を除いた確保水源としての水道負担額。 
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（３）経営目標及び平成３０年度の取組状況 

ア 経営目標：安全でおいしい水の供給 

   年間を通して水質基準に適合した水道水を供給するため、水源から分水（市町受水

地点）までの一貫した水質管理を徹底するとともに、安全性やにおいなどに関する県

民のニーズも踏まえた安全でおいしい水の供給をめざします。 
※ 「三重県企業庁経営計画」において、「おいしい水」とは塩素臭が少なく異臭のない水としています。 

 
［経営目標達成に向けた取組］ 

   県民の水道に対するニーズに対応し、「安全性」、「味やにおい」の観点から総トリハ

ロメタン、カビ臭物質及び臭気強度について、国の水道水質基準等より高いレベルの

管理目標値を設定し、水質管理を強化します。 
これまで、近年の水質悪化による異臭や、河川への油流出事故等の発生時に、適切

な水処理が行えるよう、水沢浄水場、多気浄水場、高野浄水場、播磨浄水場に活性炭

処理設備を順次整備してきました。 
   また、平成２７年４月からの水質基準の改定（ハロ酢酸類の基準値強化）に対応す

るため、本年度から、大里浄水場の沈澱池等築造工事に着手しており、その中で活性

炭処理設備も整備する予定です。 
 
［平成３０年度の取組状況］  

本年１月末時点において、経営目標である「安全でおいしい水の供給」の全ての成

果指標で目標値を達成しています。 

なお、「平成３０年７月豪雨」においては、播磨浄水場などへ高濁度の原水が流入し、

カビ臭物質の濃度上昇も懸念される状況となりましたが、職員による２４時間体制で

の厳しい水質管理のほか、昨年度に導入した活性炭処理設備を稼働させたことなどに

より、目標値を達成することができました。 
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［成果指標］ 

 
【成果指標の説明】 

   ・水質基準適合率 
水道法の水質基準に関する全検査数のうち、適合している割合 

   ・総トリハロメタンの管理目標値達成度 
水道水の安全性に関する指標のうち、総トリハロメタン（水質基準値 0.1mg/L以下）につい

て、浄水及び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である「0.05mg/L以下」を達
成した割合 

   ・カビ臭物質の管理目標値達成度 
水道水のにおいに関する指標のうち、カビ臭物質（ジェオスミン及び２－ＭＩＢの２項目、 

共に水質基準値 0.00001mg/L以下）について、浄水及び分水の毎月の検査結果が独自に定め
た管理目標値である「0.000008mg/L以下」を達成した割合 

   ・臭気強度の管理目標値達成度 
水道水のにおいに関する指標のうち、臭気強度（国の水質管理目標値３以下）について、 

浄水及び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である「２以下」を達成した割合 
 

経営目標 成果指標 Ｈ３０ 
目標値 

Ｈ３０ 
見込値 

Ｈ３８ 
目標値 

安全でお

いしい水

の供給 

水質基準適合率（％） １００ １００ １００ 

総トリハロメタンの管理目標値達成度

（％） １００ １００ １００ 

カビ臭物質の管理目標値達成度（％） １００ １００ １００ 

臭気強度の管理目標値達成度（％） １００ １００ １００ 



14 
 

イ 経営目標：強靭な水道の構築 

   南海トラフ地震などの大規模地震が発生した場合にも被災を最小限にとどめるこ

とができるよう主要施設等の耐震化を進めるとともに、水道用水を安定して供給でき

る状態を維持するため、経年劣化した設備の更新などの老朽化対策に取り組み、強靭

な水道の構築をめざします。 
 
［経営目標達成に向けた取組］ 

 （ア）耐震化 

  ａ 応急復旧期間の目標 

平成２７年６月に公表された｢水道の耐震化計画等策定指針｣(厚生労働省)に基

づき、受水水道事業における応急復旧作業に必要な用水を供給するため、被災後の

応急復旧期間の目標を５日以内としています。 

 

  ｂ 主要施設 

浄水場については、東日本大震災後に公表された南海トラフ地震の波形も踏ま

え、平成２７年度から平成２９年度にかけて耐震詳細診断を実施しています。その

結果に基づき、効率的・効果的な補強方法等を検討のうえ、耐震化を計画的に推進

します。  

 

ｃ 管路 

管路については、総延長約４３０ 

ｋｍのうち、耐震性を有しない管路 

約１６０ｋｍの中でも特に液状化が 

想定される地域に埋設されているなど 

被害率の高い管路を優先し、今後１０ 

年間で約２３．９ｋｍの管路を耐震管 

へ布設替えなどを進めます。 

 

（イ）老朽化対策 

  ａ 施設の長寿命化 

将来にわたり水道施設の機能を維 

持していくためには、的確に維持管理・

更新を行い、トータルコストを縮減し

ていく必要があります。このため、適切

な保守点検を行うとともに、安全性や

経済性を踏まえつつ、損傷が軽微であ

る早期段階で予防的な修繕を実施して

いく「予防保全型維持管理」を推進し、

施設の長寿命化を図っていきます。 

 

 

 

ポンプ設備の分解点検状況 
 

耐震管への敷設替え状況 
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  ｂ 電気・機械設備 

更新時期を迎える電気・機械設備に 

ついては、今後１０年間で１５７設備を

見込んでおり、引き続き定期的な点検整

備に取り組み、水需要の動向などに注視

しつつ、効率的・効果的に更新を進めま

す。 

 

 

 

 

 

                      

［平成３０年度の取組状況］ 

主要施設である浄水場の浄水処理施設については、平成２７年度から平成２９年度

にかけて耐震詳細診断を実施した結果、全５浄水場（４９施設）のうち４浄水場（播

磨、水沢、大里、多気）のすべての浄水処理施設（３７施設）について、耐震性を有す

ることが判明しました。 
このため、耐震化が必要な浄水場の浄水処理施設は、高野浄水場の１２施設のうち

６施設のみとなったことから、現在、この６施設の耐震補強基本設計を実施していま

す。 
管路については、布設替工事を約１．９㎞実施しています。 
設備の更新については、老朽化対策として浄水場のポンプ設備や受変電設備など、

１６設備の更新工事を実施しています。 
なお、本年度１月末までの間において、送水管からの漏水が１件発生しましたが、

給水を継続しつつ管路外面からの復旧作業が可能であったことなどから、給水障害は

発生していません。  
 

【耐震化計画の見直し】 
 経営計画策定時においては、人命や社会的に重大な被害を及ぼすおそれの高い浄

水場の浄水処理施設の耐震化を優先して実施する計画としていました。 
昨年度末に判明した浄水処理施設の耐震詳細診断の結果を踏まえ、より早期に耐

震化を進めるべく、浄水処理工程に必要な排水処理施設、災害発生時に応急給水活

動の拠点となる調整池及び管路について、耐震化計画の見直しを進めています。 
 

① 浄水場の浄水処理施設 
  当初、耐震化を要する高野浄水場の６浄水処理施設（フロック形成池２施設、

沈澱池２施設、ろ過池２施設）については、平成３９（２０２７）年度以降に耐

震化を完了する予定としていましたが、これを前倒しすることとし、平成３７ 
（２０２５）年度までに耐震化を完了させることを検討しています。 
平成３０年度は、これら６浄水処理施設に係る耐震補強基本設計を実施してい

ます。 

送水ポンプ所の直流電源設置状況 
（平成２９年度更新） 
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② 浄水場の排水処理施設 
  当初、浄水場の排水処理施設の耐震化については、浄水処理施設の耐震化完了

後の平成３９（２０２７）年度以降に着手することとしていましたが、浄水処理

施設の耐震化が不要な浄水場単位で排水処理施設の耐震化を前倒しすることとし、

処理工程を考慮して、排水池、排泥池、濃縮槽の順に耐震化を進めることを検討

しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③ 調整池 
  当初、調整池の耐震化については、排水処理施設と同様、浄水場の浄水処理施

設の耐震化完了後に着手することとしていましたが、浄水処理施設の耐震化が不

要な浄水場の系統単位で調整池の耐震化を前倒しすることとし、応急給水拠点と

しての重要度を考慮して、貯水容量の規模の順に耐震化を進めることを検討して

います。 
  平成３０年度は、蓮花寺調整池（５，０００㎥×２池）及び多気調整池 
（４，０００㎥×２池）耐震詳細診断に着手しています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

多気浄水場（多気町） 

蓮花寺調整池（桑名市） 多気調整池（多気町） 

高野浄水場（津市） 

形成池 
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④ 管路 
  当初、管路の耐震化については、総延長約４３０㎞のうち、耐震適合性のない

管路約１６０㎞を対象とし、特に液状化が想定される地域に埋設されているなど

被害率の高い管路約２３．９㎞を優先して布設替工事を実施することとしていま

したが、これに加えて、布設後４０年以上を経過した管路（約６．５㎞）の耐震

化の前倒しを検討しています。 
 
［成果指標］ 

  
   ※1：  三重県企業庁経営計画策定当時は、耐震詳細診断（平成２７年度～平成２９年度）を 

実施中であったことから、平成３０年度及び平成３８年度目標値を暫定値として設定 
した。 

 
   ※2：  耐震詳細診断により、全４９施設のうち４３施設で耐震性を有することが判明した。 

この結果、平成３０年度見込値は、８７．８％となり、暫定値としていた平成３８ 
年度目標値の５１．０％を上回ることから、平成３０年度中に平成３８年度目標値の見
直しを（ ）書きのとおり行う予定。 

 
※3：  管路の耐震化を早期に進めるため、布設後４０年以上を経過し、耐震性の低い継手を

有する管路等の耐震化の前倒しを行うこととし、平成３０年度中に平成３８年度目標値
の見直しを（ ）書きのとおり行う予定。 
 

【成果指標の説明】 
・浄水場の耐震化率 

浄水場における浄水処理施設（４９施設）のうち耐震化する施設数の割合 
・管路の耐震適合率 

管路総延長（約４３０ｋｍ）のうち耐震適合性のある管路延長の割合 
   ・設備の更新率 

計画期間（平成２９年度～平成３８年度）に更新する設備数の割合 
更新対象設備は１５７設備 

   ・給水障害発生件数 
当庁に起因する事故により、住民（受水市町のうち用水供給から給水を受けている 

住民）への給水支障が生じた件数。 
なお、水質事故や漏水等が発生した場合においても、住民への給水に支障がない場合 

は給水障害としない。 
 

 

 

経営目標 成果指標 Ｈ３０ 
目標値 

Ｈ３０ 
見込値 

Ｈ３８ 
目標値 

強靭な水道 
の構築 

浄水場の耐震化率（％） １０．２ ※1 ８７．８ 
( １００ ※2) 

 ５１．０ ※1  

 

管路の耐震適合率（％） ６３．２   ６３．４ 
( ６９．１ ※3) 

６７．７      

 

設備の更新率（％） １７．８   ２０．４ １００ 

給水障害発生件数（件） ０ ０ ０ 
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ウ 経営目標：健全な事業運営の持続 

   給水人口や給水量が減少することが見込まれる将来においても、社会環境等の変化

に柔軟に対応し、健全かつ安定した事業運営の持続をめざします。 
 

［経営目標達成に向けた取組］ 

   社会環境等の変化に柔軟に対応し、健全かつ安定した事業運営の持続をめざすため、

アセットマネジメント手法注による中長期的な視点を持った資産管理の実践や、施設

規模の適正化、広域連携などについて検討していきます。  
     注）アセットマネジメント手法とは、｢水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)

に関する手引き（平成２１年７月 厚生労働省）｣に基づき、今後４０年度程度の水需

要、施設更新の需要及び財政収支の見通しを行い、計画的･効率的な水道施設の改築や

維持管理、資金確保を進めるものです。 

 

［成果指標］ 

 
【成果指標の説明】  
・給水原価 

有収水量１㎥を作るために要する費用 
｛経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝÷有収水量 

   ・経常収支比率 
給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを 

示す指標 
経常収益÷経常費用×１００ 

 

 

 

 

 

 

経営目標 成果指標 Ｈ３０ 
目標値 

Ｈ３０ 
見込値 

Ｈ３８ 
目標値 

健全な事業

運営の持続 

給水原価（円／㎥） １１２．７ １１０．７ １１５．０ 

経常収支比率（％） １００ 
以上 

１００ 
以上 

１００ 
以上 



19 
 

２ 工業用水道事業 

（１）運営状況 

本県の工業用水道事業は、北伊勢臨海部の 

石油化学を中心とする工業の発展に伴う水需要 

増大への対応や、地盤沈下に対する地下水代替 

用水確保の必要性から、昭和３１年に四日市 

工業用水道の給水を開始して以来、北伊勢工業 

用水道第１期から第４期事業へと拡張を重ねて 

きました。この間、他の地域でも事業を進め、 

昭和３８年には松阪工業用水道、昭和４６年 

には中伊勢工業用水道の給水を開始しました。 

平成３１年２月１日現在の給水能力は、一日 

あたり９１１，５００㎥で、県内の９０社１０３ 

工場に工業用水を給水しています。 

平成２８年の企業庁の給水量は１億５，８８３万㎥で、県全体の工業用水使用量注 

２億５，５１７万㎥の６２％を占めています。 

  （平成２９年の企業庁の給水量は１億６，０８６万㎥） 

   注）県全体の工業用水使用量は、最新の平成２８年経済センサス調査（経済産業省）より引用。 

 

 

工業用水道事業の概要 （平成３１年２月１日現在） 

 
※給水能力の（  ）内は全体計画量を、事業費の（  ）内は水源負担額 （外数）を示す。 
※給水区域は現在給水している区域を示す。 
※中伊勢工業用水道事業、松阪工業用水道事業は浄水場なし。 
※給水工場数の合計は各事業別の数を積み上げたものである。 

給水能力

(ｍ3/日)

契約水量

(ｍ3/日)

給水開始
年 月 日

工　　期
事　業　費

(千円)

(1,000,000) 昭和31年 (14,270,826) 
840,000  4月1日 63,147,035  

雲 出 川 (50,000) 昭和46年 (429,110) 
( 君ヶ野ﾀ ﾞ ﾑ) 33,000  5月1日 5,200,000  

(38,500) 昭和38年
38,500  10月15日

(1,088,500) (14,699,936) 
911,500  69,255,243  

桑 名 市

四 日 市 市

鈴 鹿 市

津 市

朝 日 町

川 越 町

合　　　　　計

松 阪 工 業 用 水 道 事 業

中伊勢工業用水道事業

松 阪 市

津 市

69社80工場

14社16工場

 7社 7工場

90社103工場

櫛 田 川

事　　業　　名 給水区域 給水工場数
水　　源

＜浄水場＞

長 良 川
三 重 用 水
＜ 沢 地 ＞

員 弁 川
＜ 伊 坂 ＞

木 曽 川 総 合
用 水
( 岩 屋 ﾀ ﾞ ﾑ )
＜ 山 村 ＞

北伊勢工業用水道事業

798,540 

38,500 908,208  

 昭和28年～

 昭和44年～

 昭和
 36～62年度

745,670 

14,370 

9,634万㎥ 

15,883万㎥ 
25,517 

（年間使用量） 

万㎥ 

県内工業用水の使用量に 

企業庁の水が占める割合 

（平成２８年実績） 

企業庁 

その他 

38％ 

62％ 
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 工業用水道事業の概要【確保水源】          （平成３１年２月１日現在） 

 

 

（２）料金 
 本県の工業用水道料金は、基本料金と使用料金からなる二部料金制を採用していま

す。また、｢使用水量｣を超えて受水した場合には、超過料金をいただいています。 

 工業用水道料金については、事業ごとに設定しており、平成２７年度に見直した結

果、平成２８年度から５年間の料金を３事業とも据え置きました。 

 その後、中伊勢工業用水道事業においては、工場撤退等により契約水量が大幅に減

少（約３割減）したことから、当該事業の円滑な維持運営を図るため、平成３０年 

４月から料金を改定しました。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   （単位：円/㎥） 
  

基本料金単価 使用料金単価 超過料金単価 

北伊勢工業用水道事業 
 

  １４．５ ４．０ ３７．０ 

中伊勢工業用水道事業 
改正前 ２１．３ １．９ ４６．４ 

改正後 ２７．４ ２．０ ５８．８ 

松阪工業用水道事業 
 

  １４．９ １．１ ３２．０ 

                

 

三 重 用 水 4,800

515,000

（仮称）

計 519,800

水　　　源計画給水区域

（三重用水）

昭和39年度

～

平成４年度

（長良川河口堰）

昭和43年度

～

平成６年度

四 日 市 市

鈴 鹿 市

北 勢 地 域
長 良 川
( 長 良 川 河 口 堰)

長 良 川 河 口 堰 関 連

工 業 用 水 道 事 業
（長良川河口堰）

約266.3億円

事　　　業　　　名 事　業　費工　　　期
計画給水量

(ｍ
3
/日)

（三重用水）

約30.1億円
鈴鹿工 業用 水道 事業

料金表（平成３１年２月１日現在） 

基本料金･･･「基本使用水量（ｍ3／日）」（契約水量）にその月の日数を乗じて得た水

量に「基本料金単価（円／ｍ3）」を乗じて得た金額 

使用料金･･･「使用水量（ｍ3／日）」（基本使用水量から休止水量注を減じた水量）にそ

の月の日数を乗じて得た水量に「使用料金単価（円／ｍ3）」を乗じて得た

金額 

 

注）休止水量･･･使用量が少ない時期等に休止水量を申請していただくことにより、その

分の使用料金を減額。休止水量変更時期は年２回。（５月、１１月） 
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（３）経営目標及び平成３０年度の取組状況 

ア 経営目標：強靭な工業用水道の構築 

南海トラフ地震などの大規模地震が発生した場合にも被災を最小限にとどめるこ 

とができるよう主要施設等の耐震化を進めるとともに、工業用水を安定して供給でき

る状態を維持するため、経年劣化した施設の更新などの老朽化対策に取り組み、強靭

な工業用水道の構築をめざします。 

 
［経営目標達成に向けた取組］ 

 （ア）耐震化 

ａ 応急復旧期間の目標 

大規模地震による被災後の工場の操業について、水道、道路等の社会基盤が復旧

してから開始されると考えられることや、阪神・淡路大震災での工業用水道の復旧

状況を踏まえて、被災後の応急復旧期間の当面の目標を６週間以内としています。 

 

ｂ 主要施設 

南海トラフ地震などの大規模地震による被害を最小限に抑えるよう、主要施設

である浄水場などの耐震化を進め、これまで、千本松原取水所、野代導水ポンプ

所、沢地浄水場の耐震化が完了し、現在、山村浄水場の耐震化工事に取り組んで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）老朽化対策 

ａ 施設の長寿命化 

将来にわたり工業用水道施設の機能を維持していくには、的確に維持管理・更新

を行い、トータルコストを縮減していく必要があります。このため、適切な保守点

検を行うとともに、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽微である早期段階で予

防的な修繕を実施していく「予防保全型維持管理」を推進し、施設の長寿命化を図

っていきます。 

 

山村浄水場耐震化工事施工状況（全景） 

（四日市市） 
山村浄水場耐震化工事施工状況（沈殿池築造） 

（四日市市） 
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ｂ 管路 

管路総延長約３５０ｋｍのうち老朽化した管路の中でも特に重要度の高い主要

幹線などを中心に、平成２９年度から平成３８（２０２６）年度までの１０年間で

約２２．１ｋｍの管路の更新、６９基の制水弁の取替えを計画しています。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 電気・機械設備 

更新時期を迎える電気・機械設備については、平成２９年度から平成３８ 

（２０２６）年度までの１０年間で１２９設備を見込んでおり、定期的な点検を通

して劣化・損傷の程度を把握し、個々の設備の耐用年数、劣化状況等を総合的に判

断し、更新しています。 

 

［平成３０年度の取組状況］ 

主要施設である浄水場の浄水処理施設については、全３浄水場（沢地、伊坂、山村）

の２５施設のうち、１８施設（伊坂、山村）の耐震化を実施することとし、既に耐震化

の完了した沢地浄水場の７施設と合わせ、経営計画の期間内に全施設の耐震化を完了す

ることとしています。 

また、管路については、総延長約３５０ｋｍのうち耐震適合性のない管路約１３８ 
ｋｍを対象として、特に重要度の高い主要幹線や布設年度の古い配水管路、ライフライ

ン関連ユーザー向け配水管路などを中心に、経営計画の最終年度（平成３８年度）まで

に約２２．１ｋｍを優先して耐震化を実施することとしています。 

なお、本年度１月末までの間において、配水管からの漏水が３件発生しましたが、 

別系統の配水管からの給水に切り替えたことや、給水を継続しつつ管路外面からの復旧

作業を行ったことから、給水障害は発生していません。 

 

① 浄水場の浄水処理施設 

  耐震化が必要な浄水処理施設１８施設のうち、山村浄水場の５施設については、 

平成２８年度から工事に着手し、平成３２（２０２０）年度の完成に向けて耐震化工

事を実施しています。 

φ1200 配水管シールド工事状況 
（四日市市羽津町地内） 

φ800 制水弁工事・不断水工設置状況 
（四日市市楠町地内） 
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② 管路 

  管路については、約０．９ｋｍの布設替えを実施しています。制水弁については、

更新対象数６９基のうち、１５基を更新しています。 

 ③ 設備 

全１２９設備のうち、老朽化対策として遠方監視制御装置の取替えなど、７設備の

更新工事を実施しています。 

 

 

［成果指標］ 

 
【成果指標の説明】 

   ・浄水場の耐震化率 
浄水場における浄水処理施設（２５施設）のうち耐震化する施設数の割合 

   ・制水弁の更新率 
計画期間（平成２９年度～平成３８年度）に更新する制水弁数の割合 
更新対象数は６９基 

   ・管路の耐震適合率 
管路総延長（約３５０ｋｍ）のうち耐震適合性のある管路延長の割合 

   ・設備の更新率 
計画期間（平成２９年度～平成３８年度）に更新する設備数の割合 
更新対象設備は１２９設備 

・給水障害発生件数 
企業庁に起因する事故により、ユーザーへの給水支障が生じた件数 
なお、漏水等が発生した場合においても、ユーザーの操業に支障がない場合は 

給水障害としない。 

経営目標 成果指標 Ｈ３０ 
目標値 

Ｈ３０ 
見込値 

Ｈ３８ 
目標値 

強靭な工

業用水道

の構築 

浄水場の耐震化率（％） ２８．０ ２８．０ １００ 

制水弁の更新率（％） １８．８ １８．８ １００ 

管路の耐震適合率（％） ６０．９ ６０．９ ６６．９ 

設備の更新率（％） １４．７ １４．７ １００ 

給水障害発生件数（件） ０ ０ ０ 
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イ 経営目標：健全な事業運営の持続 

   工業用水は産業活動にとって基礎的な要素であり、地域産業の振興、地域経済活性

化のために必要不可欠なものであることから、社会環境等の変化に柔軟に対応し、将

来にわたり健全かつ安定した事業運営の持続をめざします。 
 

［経営目標達成に向けた取組］ 

   社会環境等の変化に柔軟に対応し、将来にわたり健全かつ安定した事業運営を持続

していくため、的確な水需要予測やアセットマネジメント手法による資産管理を実践

するとともに、施設規模の適正化などについて検討していきます。  

 
［成果指標］ 

 

 
【成果指標の説明】 
・給水原価 

有収水量１㎥を作るために要する費用 
｛経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝÷有収水量 

   ・年間給水量 
１日あたりの基本水量から休止水量を減じて得た水量を１年間分積み上げた水量 

   ・経常収支比率 
給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを 

示す指標 
経常収益÷経常費用×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営目標 成果指標 Ｈ３０ 
目標値 

Ｈ３０ 
見込値 

Ｈ３８ 
目標値 

健全な事

業運営の

持続 

給水原価（円／㎥） ３３．３ ３０．２ ３５．４ 

年間給水量（百万㎥） ２０３ ２１２ ２１３ 

経常収支比率（％） １００ 
以上 

１００ 
以上 

１００ 
以上 
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３ 電気・機械設備の停電対策（水道・工業用水道事業共通） 

（１）経緯 

昨年は、複数の台風が襲来し、広域的かつ長時間の停電に見舞われました。 
主要施設である浄水場やポンプ所においては、各所で非常用予備発電設備が稼働し、

浄水処理や給水を継続することができました。 
なお、北伊勢工業用水道事業の千本松原取水所においては、９時間にわたり取水が

停止する事態となりましたが、この際には、伊坂ダムや山村ダムの貯留水を活用する

など配水運用を工夫することにより、給水を継続することができました。 
また、水道事業の受水市町との責任分界点である分水の一部においては、停電が長

時間に及ぶことにより、無停電電源装置のバッテリー容量を超えることが想定された

ため、中央監視室において、市町受水槽の水位や流量等の情報が監視できなくなる状

況が発生する前に、可搬式発電機を配備することなどにより、給水を継続することが

できました。 
これまでも、大規模災害の発生に伴う停電に備え、非常用電源及び燃料の確保等に

取り組んできたところですが、今回の長時間の停電を踏まえ、既存の電気・機械設備

を検証し、停電対策の見直しを進めています。 
 
 
（２）停電対策の見直し状況 

ア 非常用予備発電設備 

非常用予備発電設備の燃料貯蔵タンクの容量については、厚生労働省の水道施設の

技術的基準を定める省令に適合するガイドラインとして社団法人日本水道協会が制定

している水道施設設計指針により、当庁においては、水道・工業用水道事業ともに「災

害時において概ね２４時間分程度の燃料を貯蔵する」こととしています。 
今回の長時間の停電を踏まえ、既存の非常用予備発電設備（３２箇所）の燃料貯蔵

タンクの容量、燃料消費率等について検証しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       非常用予備発電設備                燃料貯蔵タンク 
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 イ 分水等の無停電電源装置 

今回の長時間の停電を踏まえ、水道事業における分水等の無停電電源装置（６８ 
箇所）のバッテリー容量など既存設備の状況を検証し、必要に応じて、バッテリーの

増設等を検討しています。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
    分水施設（分水建屋左側 市町受水槽右奥）         無停電電源装置 
 
 
（３）今後の対応 

今後も、台風や豪雨等の自然災害に伴う長時間の停電が想定されるため、引き続き、

停電対策について検討するとともに、順次、設備の整備を進めていくこととします。  
【平成３１年度の主な取組】 

① 非常用予備発電設備の機器更新については、２箇所を工事着手予定。 
② 水道事業における分水等の無停電電源装置の更新については、１２箇所を工事

着手予定。 
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４ 電気事業（ＲＤＦ焼却・発電事業） 
（１）運営状況  

 ア 概要   

本県のＲＤＦ焼却・発電事業は、資源循環型社会の構築を図るとともに、未利用エ

ネルギーの有効活用を促進するための県のモデル事業として、平成１４年１２月から

企業庁が運営しています。 

三重ごみ固形燃料発電所は、平成１５年８月１９日の貯蔵槽爆発事故発生に伴い運

転を停止しましたが、安全対策等の施設改修及び危機管理マニュアル等を整備し、試

運転を経て、平成１６年９月２１日から運転を再開しました。 

また、安定的にＲＤＦを処理するため貯蔵施設を新たに整備し、平成１８年８月 

２９日から運用を開始しました。 

ＲＤＦ焼却・発電事業の事業期間は、事業に参画する市町及び三重県で構成する三

重県ＲＤＦ運営協議会（以下「協議会」という。）での協議により平成３２(２０２０)

年度末までとしていましたが、平成３０年７月１９日に開催された協議会総会におい

て、「製造団体は、平成３１(２０１９)年９月を軸に三重ごみ固形燃料発電所への 

ＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制に移行する。」こと等が決議されました。 

これに伴い、三重ごみ固形燃料発電所でのＲＤＦの焼却・発電は、平成３１ 

(２０１９)年９月を軸に終了することとなります。 

 

   （参考１）発電所の概要 

         設置場所：桑名市多度町力尾地内 

         処理方式：外部循環型流動層ボイラ方式 

         処理能力：２４０ｔ/日（１２０ｔ/日×２系列） 

         発電出力：１２，０５０ｋＷ 

（参考２）ＲＤＦ製造市町（５団体１２市町） 

事 業 主 体 構 成 市 町 

桑名広域清掃事業組合 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 

香肌奥伊勢資源化広域連合 多気町、大台町、大紀町 

南牟婁清掃施設組合 熊野市、御浜町、紀宝町 

伊賀市 － 

紀北町 － 

イ 焼却・発電施設の運用 

ボイラの排ガス分析等、周辺地域の環境測定を適宜実施するとともに、ＲＤＦ受入

検査、設備の定期点検（ボイラ年３回）及び法に基づく定期事業者検査（ボイラ２年

に１回、タービン４年に１回）を行うなど、安全確保に取り組んでいます。 

ＲＤＦの焼却により発電した電力は、桑名広域清掃事業組合及び電気事業者に供給

しており、これは一般家庭約１万５千世帯の１年間の使用電力量に相当します。 

 

（平成２９年度実績）ＲＤＦ処理量：４５，６９２ｔ （日平均 約１２５ｔ ） 

供給電力量 ：４，９４３万９千ｋＷｈ 
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（ア）運転等管理業務委託 

焼却・発電施設の運転等管理業務については、富士電機株式会社に委託していま

す。 

 

（イ）電力の売電 

三重ごみ固形燃料発電所で発電した電力は、

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法」に基づく固定価格買

取制度を活用して、売電を行っています。 

【平成３０年度売電先】 

・バイオマス分  ････ 中部電力株式会社 

・非バイオマス分 ････ ゼロワットパワー株式会社  

 

                          

ウ 貯蔵施設の運用 

（ア）平常時の運用 

ボイラの連続運転を確保するため、ＲＤＦ搬入量の少なくなる週末に向けて必要

な量のＲＤＦを貯蔵しています。 
ＲＤＦ貯蔵時の異常を早期に発見し、迅速かつ的確な対応ができるように「ＲＤ

Ｆ貯蔵施設管理規程」に基づき、２４時間体制で温度・ガス等の監視を行っていま

す。 

 

（イ）ボイラ定期点検時等の運用 

 ２基のボイラは１基ごとに点検するため、点検期間中（約３週間）はボイラ１基の

処理能力を超えるＲＤＦを貯蔵し、点検等終了後に焼却処理しています。なお、４年

に１回のタービン定期事業者検査時は、ボイラが２基とも停止するため貯蔵能力を

超えるＲＤＦを外部処理しています。 
 

（ウ）運転等管理業務委託 

貯蔵施設の運転等管理業務については、Ｈｉｔｚ
ヒ ッ ツ

環境サービス株式会社に委託し

ています。 

 

（参考３）ＲＤＦ貯蔵施設（平成１８年８月２９日から運用開始）の概要 

形式：屋内式開放型ピット方式 

主要寸法：幅 39.0ｍ×長さ 39.8ｍ×高さ 10.6ｍ 

最大貯蔵量：約 1,000ｔ（約 137ｔ×６ピット、約 86ｔ×２ホッパ） 

主な安全対策設備： 

○温度測定装置 

・ピット内ＲＤＦ温度測定器（測温ケーブル式）２本／ピット 

・ホッパ内ＲＤＦ温度測定器（測温抵抗体式）８箇所／ホッパ 

・ＲＤＦ表面温度計（赤外線２次元イメージセンサー）２基 

・温湿度計 室内外各１基 

ＲＤＦ焼却・発電施設                

（桑名市） 
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○ガス濃度測定装置（一酸化炭素、メタン、水素、酸素）１式 

○常時換気設備（処理風量 250㎥／分）１基 

○ピット内注水設備 

 ・防火水そう（200㎥）１基 

 ・防火ポンプ（100㎥／時間）１台 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

（２）ＲＤＦ処理委託料 

ＲＤＦ処理委託料の改定については、協議会の場で市町と協議を重ね、その都度合

意を得ながら決定しています。 

平成２９年度から平成３２（２０２０）年度までのＲＤＦ処理委託料は、平成２７

年８月２５日に開催された協議会総会で、１４，１４５円/ｔ（税抜き）とすることが

決議されています。 

 

  （参考４） 

【ＲＤＦ処理委託料の算出方法】 

 ＲＤＦ焼却・発電事業に参画する製造団体と県との間で締結された「ＲＤＦ焼却・発

電事業に係る確認書」（平成２６年１月１７日）に従い、平成２９年度以降の維持管理

費用、各製造団体からのＲＤＦ搬入量見込み及び発電電力の売電単価の動向などを踏ま

えて検討した収支計画から算出 

 

【平成２９年度から平成３２（２０２０）年度の収支計画の概要（平成２９年３月時点）】 

ＲＤＦ搬入量見込み １６６，１３６ トン 

収支見込み 

 収入       約３３億円（売電収入、処理委託料収入（収支均衡単価分）等） 

 支出       約７９億円（委託料、修繕費、人件費等）           

 収支不足見込額  約４６億円・・・（関係市町と県が半分ずつ負担） 

 

ＲＤＦ貯蔵施設 

（桑名市） 
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（３）経営目標及び平成３０年度の取組状況 

ア 経営目標：三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定運転 

 今後も三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定運転を確実に行っていきます。 
 ＲＤＦ焼却・発電事業の終了に向けて、関係市町及び関係部局と十分な協議を行い、

円滑に事業を終了させます。 
 ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の電気事業会計の清算に向けて取り組みます。 

 

［経営目標達成に向けた取組］ 

 （ア）安全・安定運転の取組 

    ＲＤＦ製造団体、ＲＤＦ焼却・発電施設等の管理業務受託事業者、学識経験者及

び関係部局と連携し、ＲＤＦの品質管理の徹底とＲＤＦ焼却・発電施設及び貯蔵施

設の安全・安定な管理を行うとともに、地元住民の方々との信頼関係を確保しなが

ら安全・安定運転を確実に行っていきます。 
  

ａ 安全管理会議 

発電所の安全運転の確保および環境保全に資するため、学識経験者、地域住民、

市町関係職員、消防職員、県関係職員等で構成する「三重ごみ固形燃料発電所安全

管理会議」と、専門的、技術的知見からの検討を行うため学識経験者等で構成する

「同技術部会」を開催し、運転状況を随時報告するとともに、発電所の運営等につ

いてご意見をいただき、安全・安定運転に反映します。 

 

ｂ ＲＤＦ品質管理 

     「ごみ固形燃料の品質管理に関する規程」に基づき、ＲＤＦの品質管理を行い

ます。ＲＤＦの受入時には必ず受入検査（年間２，４００回程度）を行うなど、

環境生活部と連携しながら品質管理を徹底します。 

 

ｃ 地域との連携 

地域住民の安全かつ安心な生活環境の保全に向けて地域と企業庁が協働して取

り組むため、地元自治会役員と発電所職員で構成する「地域連絡会議」を開催し、

地域との調整や情報共有を行います。 

また、発電所だより（月１回発行）により、定期的に地元住民の方々に発電所の

運転状況等を報告します。 

 

 （イ）ＲＤＦ焼却・発電事業の終了への対応 

ＲＤＦ焼却・発電事業の終了に伴う課題について整理し、関係市町及び関係部局

と十分な協議を行い、円滑に事業を終了させます。      
また、事業終了後に、関係部局と連携し事業の総括を行います。 
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（ウ）電気事業の清算及び財産の引継ぎ 

    施設撤去などの残務処理、電気事業会計の清算及び財産の引継ぎについて関係部

局と協議を行います。 
 

 

［平成３０年度の取組状況］ 

（ア） 安全・安定運転の取組 

法に基づき４年に一度実施するタービン定期事業者検査を行いました。 

また、ボイラ点検を計画的に６回（１号ボイラ３回、２号ボイラ３回）実施し各部

の点検及び補修を行っており、本年度１月末までの間において、電気事故（電気関係

報告規則第３条第１項に規定する事故）は発生していません。 

なお、点検等による計画的なボイラ停止以外に、ボイラ内蒸気管からの漏水発生

によりボイラを２回停止しましたが、ＲＤＦ貯蔵施設の運用や製造団体との搬入調

整によりＲＤＦの外部処理は発生していません。 
こうした発電所施設の点検、修理結果及びＲＤＦの受入・保管状況について、平成

３０年１０月に「三重ごみ固形燃料発電所安全管理会議」及び「同技術部会」に報告

し、発電所が適切に運転できていること、安全にＲＤＦの貯蔵ができていることを

確認していただきました。 
今後も、「安全管理会議」及び「同技術部会」においてご意見をいただきながら、

引き続き安全・安定運転を行っていきます。 
 

（イ）ＲＤＦ焼却・発電事業の終了への対応 
平成２９年４月２５日に開催された協議会総務運営部会において、桑名広域清掃

事業組合から、同組合の新ごみ処理施設の完成時期が当初の計画から１５ヶ月間短

縮され、平成３１(２０１９)年１２月末となる旨の説明がありました。同総務運営

部会では、その対応について、平成２９年度から３０年度にかけて、延べ１０回にわ

たり検討を行いました。 
その検討結果を踏まえ、平成３０年７月１９日に協議会総会が開催され、「製造団

体は、平成３１(２０１９)年９月を軸に三重ごみ固形燃料発電所へのＲＤＦの搬入

を終了し、新たなごみ処理体制に移行する。」こと等が決議されました。 

これに伴い、三重ごみ固形燃料発電所でのＲＤＦの焼却・発電は、平成３１ 

(２０１９)年９月を軸に終了することとなります。 

 

（ウ）電気事業の清算及び財産の引継ぎ 

平成３１(２０１９)年９月を軸に三重ごみ固形燃料発電所へのＲＤＦの搬入が終

了することを踏まえ、施設撤去などについて、関係部局と協議を進めています。 
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［成果指標］ 
 

 
【成果指標の説明】 

   ・ＲＤＦ外部処理委託量 
県内で製造されたＲＤＦを発電所で焼却せず、外部処理した量 
ただし、タービン定期事業者検査に起因した外部処理量を除く。 

・電気事故件数 
電気関係報告規則第３条第１項に規定する事故（死傷事故、火災事故、破損事故 

など）の発生件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営目標 成果指標 Ｈ３０ 
目標値 

Ｈ３０ 
見込値 

Ｈ３２ 
目標値 

三重ごみ

固形燃料

発電所の

安全・安定

運転 

ＲＤＦ外部処理委託量（ｔ） ０ ０ ０ 

電気事故件数（件） ０ ０ ０ 
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 参考  
 

 平成 30 年 7 月 19 日 三重県ＲＤＦ運営協議会 総会  
 

ＲＤＦ焼却・発電事業に関する決議 

  

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、事業期間を平成 33(2021)年 3月 31日までとしてい

たが、桑名広域清掃事業組合の新ごみ処理施設の完成が平成 31(2019)年 12 月末となり、

また、同施設の試運転のため同年 9月に三重ごみ固形燃料発電所へのＲＤＦの搬入が終了

するなど、新たなごみ処理体制の構築に進展が見られることとなった。 

このため、平成 26(2014)年 1月 17日に締結したＲＤＦ焼却・発電事業に係る確認書（以

下「確認書」という。）及び総務運営部会での協議結果をふまえ、以下のとおり決議する。 

 

 

１ 製造団体は、平成 31(2019)年 9月を軸に三重ごみ固形燃料発電所へのＲＤＦの搬入を

終了し、新たなごみ処理体制に移行する。 

 

 

２ 県は、ＲＤＦの製造を継続する団体に対して、三重ごみ固形燃料発電所に代わる新た

な処理先の確保に責任を持って協力する。 

 

 

３ ＲＤＦの製造を継続する団体に対しては、平成 33(2021)年 3月 31日までの間に、新

たな処理先におけるトラブル等により現行のＲＤＦ処理委託料（14,145 円/t（税抜））

を超える額での処理が必要となった場合に、その超過分を確認書第 3条に規定する事業

の運営に要する費用として取り扱うセーフティーネットを設ける。 

 

 

４ 確認書第 3条の規定に基づき事業の運営に要する費用の清算を行い、清算金を確定す

るものとし、清算金は、ＲＤＦの処理及び運搬に要した費用に応じて、製造団体に分配

する。 

 

 

５ 県は、製造団体が新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう技術的支援や国への要

望を引き続き行うとともに、ポストＲＤＦに向けて必要となる施設整備等に対する支援

を検討する。 
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（参考資料） 

平成２９年度「三重県企業庁経営懇談会」の概要 

 

１ 開催概要 

（１）日 時  平成３０年２月８日（木）１０：００～１１：４０ 
（２）場 所  プラザ洞津 ３階 紅葉の間 
（３）出席者 

ア 懇談会構成員（５０音順、敬称略） 
    朝日 幸代 （国立大学法人三重大学 人文学部 法律経済学科 教授） 
    齋藤 幸久 （ヤマモリ株式会社 生産本部 松阪工場 工務部 工務課長） 
    佐藤 誠  （松阪市上下水道部 上下水道事業管理者） 
    土田 繁  （土田会計事務所 代表） 
    豊田 由紀美（Ｙ’ｓ建築設計事務所 代表） 
    中村 正幸 （ＫＨネオケム株式会社 四日市工場 総務部 総務課長 
           兼 本社監査室マネジャー） 

イ 企業庁 
    企業庁長、副庁長、次長、企業総務課長、財務管理課長、水道事業課長、 
    工業用水道事業課長、電気事業課長、機電管理監、ＲＤＦ発電監 
（４）議 事 

１）事業概要等説明 
    ①三重県企業庁の概要 
    ②三重県企業庁経営計画の概要 
    ③各事業の平成２９年度進捗状況 

２）意見交換 
  
２ 平成２９年度懇談会でのご意見に対する考え方・取組状況 

 
主なご意見 企業庁の考え方・取組状況 

１ 
内部留保資金は今後どのよう

に活用していくのか。 
喫緊の課題である施設の耐震化と老朽化対策に活用し、中

長期的に料金への影響をできるだけ抑制していきたい。 

２ 

耐震補強設計等の妥当性はど

のようにチェックしているのか。 
 

耐震詳細診断の結果に応じて、基本設計にて経済性やより

良い工法などを検討し、詳細設計にて積算を行う予定であ

る。各段階で担当者、担当課長でしっかりとチェックしてい

く。 

３ 

 管路等の更新の際、経過年数だ

けでなく、周辺の環境等も考慮し

て優先順位を立てることで、より

事故などの未然防止に繋がるの

ではないか。 
 

例えば管路については、経過年数だけでなく、地質状況な

ども加味しながら、更新計画を立てている。特に水道事業で

は、液状化が想定される区域に埋設されている管路の耐震化

を優先的に実施していく予定である。 
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主なご意見 企業庁の考え方・取組状況 

 

 

 

４ 

 

 

総トリハロメタンが独自に設

定した管理目標値を超えたこと

に関連して、過去の事例やデータ

をもとに、モニタリングの頻度を

設定するなど、予防的な対応をし

てはどうか。 

経営計画で定めたトリハロメタンの管理目標値は、水道法

に基づく水質基準の２分の１と厳しい設定をしているため、

水質管理に注意を払っていたが、浄水場出口から市町受水地

点までの間に超過することとなった。これを踏まえて運用を

強化している。 

 

５ 

 工業用水の給水実績は減少傾

向で推移しているが、経営計画で

平成３８年度に向けて給水量が

増加しているのはなぜか。 

計画策定にあたり、工業用水の全ユーザーに水需要調査を

実施した上で、その結果を精査し、平成２９～３８年度の 

１０年間の水需要予測に反映したものである。 

 

 

６ 

企業としては、工業用水が無け

れば事業が継続できず、工業用水

を安全・安定供給してもらうこと

が第一。次に、料金は下がるのが

ベストであるが、施設の耐震化や

老朽化対策が必要となる中でも

値上げは避けてほしい。そのため

に事業規模を縮小させてでも、企

業庁が儲かるような取組に期待

したい。 

施設の耐震化や老朽化対策が喫緊の課題である中、中長期

的な安定給水が第一の責務であり、その次に中長期的に安定

した料金設定が責務と考えている。 

７ 

貸借対照表の固定資産のうち、

建設仮勘定の額が多い点が気に

なる。経営上、減価償却がされな

い建設仮勘定の増加は望ましく

ないため、資産償却に向けてどの

ようなチェックをされているの

か。 

 建設仮勘定の多くは、長良川河口堰に係る未利用資産が積

み上がったものであり、現状ではすぐさま解決できるもので

はない。通常の工事については、完了後すみやかに償却して

いる。 
 

８ 

 企業庁の職員が減少しており、

事業運営に大事と思われる技術

部門の人員が減っているのでは

ないかと心配している。 

簡素で効率的な経営をめざして、定数を削減することもあ

るが、企業庁の主力業務は現場にあると認識しており、「安全

第一」の下、現時点では安全を無視して現場の技術者を減ら

すという考えは無い。 

９ 

市民の憩いの場になっている

伊坂ダムは、国体のカヌー競技場

としても活用されると聞いてお

り、こうした多くの人が訪れる機

会に、水資源の重要性や環境につ

いての理解を促すためのＰＲを

してはどうか。 

伊坂ダムについては、様々な機会をとらえて、ＰＲの場と

して活用していきたい。 

 

 


